
 

   

 

     令 和 ２ 年 １ 月 ２ ３ 日 

国土交通省中部地方整備局 

「建設会社における BCP 認定制度に関する説明会」を開催 

 

 

 

 

  

大規模災害発生時には行政と建設会社が共同して迅速に応急復旧に対応することが重要であり、  

建設会社おいては災害時にも事業活動が継続できる体制を整えておくことが必要になります。 

 このため、中部地方整備局では建設会社の事業継続計画（BCP）の策定を促進し、もって災害対応業務

の円滑な実施と緊急事態への対応力の向上、ひいては地域防災力の向上を目的に、建設 BCP の認定

制度を創設します。（令和２年４月から受付開始予定） 

  

１． 開催日時 

令和２年１月３０日（木） １４：００～１６：００ 

２． 開催場所 

愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番１３号 

伏見ライフプラザ５階 鯱城（こじょう）ホール 別紙―１のとおり 

３． 内   容 

・建設会社における BCP 認定制度について 

・建設会社 BCP の作成に関するガイドラインについて 等 

４． 取   材 

取材を希望する場合は、当日、開催場所の受付窓口で受付を実施して下さい。 

１３：２０より、報道関係者を対象に事前にブリーフィングをしますので、開催場所の受付にお越し下さい。 

５． 配 布 先 

中部地方整備局記者クラブ、中部専門記者会、岐阜県政記者クラブ、名古屋港記者クラブ、豊橋市政記者会、

静岡県政記者クラブ、静岡市政記者室、三重県政記者クラブ、三重県第二県政記者クラブ、 駒ヶ根市記者クラ

ブ、飯田市記者クラブ、伊那市記者クラブ、四日市市政記者クラブ、津市政記者クラブ、港湾新聞社、港湾空港タ

イムス、日本海事新聞社、海事プレス、マリタイムデーリーニュース 

 

〈お問い合わせ先〉 

  中部地方整備局  災害対策マネジメント室長補佐    増田 進一（ますだ しんいち） 

                      （TEL）０５２－６８５－０５３３ （FAX）０５２－６８５－０５４０ 

      港湾空港部 港湾空港・防災危機管理課長補佐  杉本 達重（すぎもとたつしげ） 

                      （TEL）０５２－２０９－６３２８ （FAX）０５２－２０９－６３３４ 

 

中部地方整備局は、災害対応業務の円滑な実施と緊急事態への対応力の向上を目的に、建設会社に

おける事業継続計画（BCP）の認定制度を創設します。 

このため、１月３０日に建設会社を対象として、建設 BCP 認定制度について説明会を開催します。 



別紙－１ 

 

 

【所 在 地】 

 〒460-0008 

 愛知県名古屋市中区栄一丁目２３番１３号 

 伏見ライフプラザ５階 鯱城（こじょう）ホール 

  

【アクセス】 

地下鉄 

 伏 見 駅 ６番出口より南へ７分 

 大須観音駅 ４番出口より北へ７分 

 
 

                            


